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【Ⅰ－６（充実が求められる領域／歯科医療の充実）－③】 

患者の視点に立った歯科医療 
骨子【Ⅰ－６－(2)】 

第１ 基本的な考え方 

 

１．歯科疾患や義歯（入れ歯）の管理に係る情報提供については、既存の

補綴時診断料や補綴物維持管理料との関係や診療実態も踏まえつつ、算

定要件をより明確にし、患者が望む情報提供の内容等を盛り込む等、よ

り分かりやすく、かつ的確に行われるよう、その評価の在り方を見直す。 

 

２．患者からみて難解な用語と思われる保険診療上の歯科用語の見直しを

行うとともに、臨床内容と算定項目の名称が必ずしも一致していないと

思われる項目を算定項目として明示する等の見直しを行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．歯科疾患管理料の見直し 

 

歯科疾患管理料について、算定要件の明確化を行うとともに、患者へ

の情報提供の内容の見直し等を行う。 

 

現 行 改定案 

【歯科疾患管理料】 

１ １回目        130 点 

 ２ ２回目以降      110 点 

 

［算定要件］ 

患者の基本情報（全身の状態、基礎

疾患の有無、服薬状況等）、口腔内の

状態、必要に応じて実施した検査結果

の要点、歯や口の病気と関連のある患

者の生活習慣と改善目標及び治療予

【歯科疾患管理料】 

110 点  ○改  

 

 

［算定要件］ 

患者の基本情報（全身の状態、基礎

疾患の有無、服薬状況等）、口腔内の

状態、必要に応じて実施した検査結果

の要点、歯科疾患と全身の健康との関

係、歯や口の病気と関連のある患者の




